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(57)【要約】
【課題】  カラードプラ法、セカンドハーモニック法に
よるカラードプラ、パルスインバージョン法によるカラ
ードプラに関わりなく、コントラストエコー法による検
査時のカラードプラの画質改善、より具体的には、分解
能の向上等が可能である超音波診断装置を提供する。
【解決手段】  本発明に係る超音波診断装置は、複数の
異なるラスタにおいて送信される超音波に基づいて得ら
れる、同一ラスタにおける複数の受信信号を、前記カラ
ードプラ法の演算に用いるアンサンブルデータ列とす
る。図においては、例えばラスタ番号４、６、８及び１
０で二重丸１０として表されている送信ビームに対し、
ラスタ番号７で一重丸１１及び三角印１２として表され
ている８つのアンサンブルデータ列が得られている。こ
れによれば、送信ラスタ密度が大きくなるから、コント
ラストエコー時の、血流あるいはバブルをより高分解能
で見ることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  カラードプラ法を用いることの可能な超
音波診断装置において、
複数の異なるラスタにおいて送信される超音波に基づい
て得られる、同一ラスタにおける複数の受信信号を、前
記カラードプラ法の演算に用いるアンサンブルデータ列
とする制御手段を有することを特徴とする超音波診断装
置。
【請求項２】  前記同一ラスタにおける複数の受信信号
に関し、前記アンサンブルデータ列の両端には当該アン
サンブルデータ列の他の受信信号に比べて感度が低い受
信信号を配置することを特徴とする請求項１記載の超音
波診断装置。
【請求項３】  前記受信信号は、前記送信１回につきＮ
個のラスタで取得されるとともに、
同一ラスタにおけるＮ個の受信信号を、前記送信Ｎ回で
取得することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装
置。
【請求項４】  前記送信のパルスの位相を各送信ごとに
変化させて、ドプラ周波数軸において基本波と高調波と
を分離するウォールフィルタを有することを特徴とする
請求項１乃至３のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項５】  Ｂモード画像及びパワードプラ画像それ
ぞれの階調の比較の結果、大きい方を選択して合成する
画像合成手段を有することを特徴とする請求項１乃至４
のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項６】  前記カラードプラ法において超音波造影
剤を使用することを特徴とする請求項１乃至５のいずれ
かに記載の超音波診断装置。
【請求項７】  カラードプラ法を用いることの可能な超
音波診断装置に関する超音波の送信及び受信方法であっ
て、
複数の異なるラスタにおいて超音波を送信する工程と、
前記複数の異なるラスタにおいて送信される超音波に基
づいて、同一ラスタにおける複数の受信信号を取得する
工程と、
前記同一ラスタにおける複数の受信信号を前記カラード
プラ法の演算に用いるアンサンブルデータ列とする工程
と、
からなることを特徴とする超音波診断装置に関する超音
波の送信及び受信方法。
【請求項８】  前記カラードプラ法において超音波造影
剤を使用することを特徴とする請求項７記載の超音波診
断装置に関する超音波の送信及び受信方法。
【請求項９】  被検体に対して超音波を送受波する複数
の超音波振動子を有する超音波プローブと、
フォーカス方向の異なる超音波送波が順次行われるよう
に前記超音波振動子を駆動する駆動信号を発生する送信
駆動手段と、
一度の超音波送波に対して得られた前記超音波エコー信
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号に遅延加算処理を施して、方向の異なる複数のラスタ
の超音波エコー信号を生成する受信信号処理手段と、
フォーカス方向の異なる複数の超音波送波から生成され
た同一ラスタ上の複数の受信信号に基づいて速度情報を
求める演算手段と、
前記速度情報を２次元的分布として表示する表示手段と
を有することを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波診断装置に
関し、特にパワードプラ法を用いることの可能な超音波
診断装置に関するものである。また、該装置に関する超
音波の送信及び受信方法にも関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、被検体に対して超音波を発し、そ
の反射波を受信してこれを適当に解析することで、被検
体内部の様子を可視化する超音波診断装置が提供されて
いる。この可視化の手法としては、例えば、血流を二次
元的に表示する方法として、いわゆるカラードプラ法が
知られている。カラードプラ法では、血流の流れによる
ドプラシフト（周波数偏移）を抽出して、その速度情報
を二次元画像とするとともに、これを二次元断層像（Ｂ
モード画像）と重ねて表示する。このカラードプラ法を
行うためには、同一の位置に超音波ビームを複数回（通
常２～２０回）送信して、各送信ごとに反射エコーを受
信する。そのために、フレームレートが低下するという
問題があった。
【０００３】このフレームレートの低下を防ぐ方法とし
ては、並列同時受信技術が知られている。これは、１回
の送信ラスタに対して複数方向の受信ラスタを同時に得
るものである。例えば図７は、４方向同時受信の場合を
概念的に示す説明図である。なお、この図において、図
面上下方向に走る各破線は各ラスタを表し、図中下に行
くにつれて時間が進むこと（時間方向）を示している。
また、この図においては、符号１０で示される二重丸が
送信ビーム位置（以下「二重丸１０」という。）、符号
１１及び１２で示される一重丸及び三角印が受信ビーム
位置（以下「一重丸１１」及び「三角印１２」とい
う。）を示している。さらに、図７では、いわゆるアン
サンブルデータ列の数（カラードプラ演算で使用できる
同一方向への受信信号のデータ数）が、“４”であるこ
とがわかる（同一ラスタに上下方向に並ぶ一重丸１１又
は三角印１２の数に一致する。）。
【０００４】このような並列同時受信技術では、一般
に、送信は広いビームで行い、受信は位置の相違（図７
で言えば、一重丸１１の位置と三角印１２の位置に係る
相違）により差異が生じないように行うのが理想的であ
るが、送信ビームの音圧はビーム中心から離れるとどう
しても低下するために、より外側（図７では三角印１２
の位置）の受信感度が、より内側（図７では一重丸１



(3) 特開２００２－２２４１０７

10

20

30

40

50

3
１）の受信感度よりも落ちてしまうという問題がある。
そのため、図７における場合、確かにフレームレートの
低下を防ぐことができるものの、一重丸１１のラスタ
と、三角印１２のラスタとで、感度が異なるという問題
が発生する。
【０００５】ところで近年、経静脈的に注入する超音波
造影剤が開発され、超音波造影剤を使用した超音波検査
（以下「コントラストエコー法」という。）が行われる
ようになってきた。コントラストエコー法の映像法とし
ては、最初は従来のカラードプラをそのまま使用してい
たが、分解能の観点から、その後セカンドハーモニック
法（米国特許ＵＳＰ５６７８５５３）や、パルスインバ
ージョン（ＰｕｌｓｅＩｎｖｅｒｓｉｏｎ（又はＰｈａ
ｓｅ  Ｉｎｖｅｒｓｉｏｎ）法；米国特許ＵＳＰ５６３
２２７７、米国特許ＵＳＰ５７０６８１９）が用いられ
るようになった。また、カラードプラ法の分解能を克服
した方法として、いわゆるＣｏｄｅｄＨａｒｍｏｎｉｃ
  Ａｎｇｉｏ（米国特許ＵＳＰ５９８０４５９）等があ
る。さらに、パルスインバージョンをドプラスキャンに
応用した方法として、パルスインバージョンドプラ法が
提案されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】さて、上述の従来技術
においては、送信条件をＢモードと同等にすることで、
カラードプラの分解能が悪いという問題は克服されてい
る。しかし、上述したコントラストエコー法を用いる際
において、フレームレートが遅いという問題を解決する
にあたっては、従来の上記並列同時受信技術をそのまま
用いることについて問題があることがわかってきた。以
下、この点についてより具体的に説明する。
【０００７】ここでは、超音波造影剤の一例として、シ
ェーリング社のＬｅｖｏｖｉｓｔを想定する。Ｌｅｖｏ
ｖｉｓｔは、超音波をＭＩ（Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ  Ｉ
ｎｄｅｘ：超音波の被検体内におけるパワー）が１程度
の高い音圧で送信した場合に最も強い反射エコーが帰っ
てくることが知られている。つまり、造影剤のバブルが
崩壊するか崩壊過程にある状態が最も適した使い方であ
る。この場合は、仮にバブルが静止していたとしても、
バブル破壊、あるいはバブル径の変化によりドプラ信号
が捕らえられる。
【０００８】このとき、図７のような４方向並列同時受
信を行った場合、二重丸１０の送信によって付近のＬｅ
ｖｏｖｉｓｔのバブルは崩壊する。生体内のＬｅｖｏｖ
ｉｓｔのバブルの密度はそれほど多くはないので、仮に
三角印１２から同一行（すなわち、図７中左右方向）に
並ぶ次の三角印１２までの間に１個のバブルしかなかっ
たとする。１個のバブルであっても反射強度は非常に強
いので、当該同一行に並ぶ三角印１２、二つの一重丸１
１及び三角印１２のそれぞれの位置で受信信号が観察さ
れる。これは、同じバブルに関する信号であるので、バ
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ブル崩壊によるドプラ信号の性質（ドプラ周波数）は同
じである。そのために、４点はかなり近い映像化情報
（速度、分散、パワー）を示すことになる。そして次に
送信を行ったとき（図７では、右下のブロックが該当）
には、当該送信ラスタ付近にバブルが存在しなかったと
すると、そこにはドプラ信号は発生しないので黒く抜け
て表示される。
【０００９】このように、並列同時受信技術により受信
ラスタ密度を上げても、Ｌｅｖｏｖｉｓｔによるコント
ラストエコー法の場合、分解能が向上して見えないこと
がわかる（並列同時受信を行ったラスタは同じような情
報となり、ブロックとなってみえてしまう。）。つま
り、分解能は送信ラスタ密度で決定され、受信ラスタ密
度をそれ以上細かくしても分解能は上がらない。
【００１０】また、上記したパルスインバージョン技術
も極性の異なる２つのパルスを使用するので、フレーム
レートが半分に落ちてしまう。そして、もしコントラス
トエコー法による検査時、並列同時受信を行うと、やは
り上述したような問題が発生してバブルからの並列同時
受信ラスタの情報が類似し、分解能が上がったように見
えなくなる。
【００１１】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
であり、その目的とするところは、カラードプラ法、セ
カンドハーモニック法によるカラードプラ、パルスイン
バージョン法によるカラードプラに関わりなく、カラー
ドプラの画質改善、より具体的には、コントラストエコ
ー法による検査時における画像分解能の向上等が可能で
ある超音波診断装置及び該装置に関する超音波の送信及
び受信方法を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決
するために以下の手段をとった。すなわち、請求項１記
載の超音波診断装置は、カラードプラ法を用いることの
可能な超音波診断装置において、複数の異なるラスタに
おいて送信される超音波に基づいて得られる、同一ラス
タにおける複数の受信信号を、前記カラードプラ法の演
算に用いるアンサンブルデータ列とする制御手段を有す
ることを特徴とするものである。
【００１３】これによれば、一般に、送信ラスタ密度が
大きくなることがわかる。なぜなら、前記アンサンブル
データ列を、ある一つのラスタについて構成することを
考えれば、当該一つのラスタを中心として、その近傍
に、複数の送信ラスタが存在することが一般的に想定さ
れることとなるからである（送信ラスタからあまりに遠
く離れた受信ラスタは、通常は考えられない。）。そし
て、送信ラスタ密度が大きくなれば、後述の実施の形態
で説明するように、コントラストエコー法による検査
時、分解能の向上が見込めることになる。
【００１４】また、請求項２記載の超音波診断装置は、
請求項１記載の同装置において、前記同一ラスタにおけ
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る複数の受信信号に関し、前記アンサンブルデータ列の
両端には当該アンサンブルデータ列の他の受信信号に比
べて感度が低い受信信号を配置することを特徴とするも
のである。これによれば、当該アンサンブルデータ列を
利用してカラードプラ演算を行う場合において、ウォー
ルフィルタの特性に応じて該アンサンブルデータ列の両
端部を使用しない等の端部処理を行うとしても、アンサ
ンブル数減少によるＳ／Ｎ低下の悪影響を小さくするこ
とができる。
【００１５】さらに、請求項３記載の超音波診断装置
は、請求項１記載の同装置において、前記受信信号は、
前記送信１回につきＮ個のラスタで取得されるととも
に、同一ラスタにおけるＮ個の受信信号を、前記送信Ｎ
回で取得することを特徴とするものである。
【００１６】また特に、請求項４記載の超音波診断装置
は、請求項１乃至３のいずれかに記載の同装置におい
て、前記送信のパルスの位相を各送信ごとに変化させ
て、ドプラ周波数軸において基本波と高調波とを分離す
るウォールフィルタを有することを特徴とし、請求項５
記載の超音波診断装置は、請求項１乃至４のいずれかに
記載の同装置において、Ｂモード画像及びパワードプラ
画像それぞれの階調の比較の結果、大きい方を選択して
合成する画像合成手段を有することを特徴とするもので
ある。さらに、請求項６の超音波診断装置は、請求項１
乃至５のいずれかに記載の同装置において、前記カラー
ドプラ法において超音波造影剤を使用することを特徴と
する。
【００１７】一方、請求項７記載の超音波診断装置に関
する超音波の送信及び受信方法は、カラードプラ法を用
いることの可能な超音波診断装置に関する超音波の送信
及び受信方法であって、複数の異なるラスタにおいて超
音波を送信する工程と、前記複数の異なるラスタにおい
て送信される超音波に基づいて、同一ラスタにおける複
数の受信信号を取得する工程と、前記同一ラスタにおけ
る複数の受信信号を前記カラードプラ法の演算に用いる
アンサンブルデータ列とする工程と、からなることを特
徴とするものである。また、請求項８記載の超音波診断
装置に関する超音波の送信及び受信方法は、請求項７記
載の同方法において、前記カラードプラ法において超音
波造影剤を使用することを特徴とするものである。
【００１８】
【発明の実施の形態】以下では、本発明の実施の形態に
ついて図を参照しつつ説明する。図１は、本実施形態に
係る超音波診断装置の全体構成を示す概要図である。
【００１９】この図において、超音波診断装置は、プロ
ーブ１、送信回路２、受信回路３、Ｂモード処理系４及
びカラードプラ処理系５、座標変換回路６ａ及び６ｂ、
画像合成回路７、表示モニタ８並びに制御回路９から構
成されている。以下、各要素について説明する。
【００２０】プローブ１は、電気信号を機械的な振動に
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変換する複数の超音波振動子を備えている。送信回路２
は、超音波診断装置を駆動する駆動信号を生成する。送
信回路２は、所定のフォーカス方向へ超音波が送波され
るように駆動信号のパルスに遅延特性をあたえる。受信
回路３は、一度の超音波送波に対して各超音波振動子か
ら出力された超音波エコー信号に遅延加算処理を施し
て、方向の異なる複数のラスタの超音波エコー信号を生
成する。遅延加算処理は、ラスタの方向に対応した遅延
特性の遅延処理を各超音波振動子からの出力に対して施
してその遅延処理後の各信号を加算することにより受信
信号を形成する。このとき、遅延処理の特性を順次変え
て遅延加算処理を行うことにより、一度の超音波送波に
より得られた超音波エコー信号から複数ラスタ分の受信
信号を生成する。
【００２１】このような構成においてまず、送信回路２
から所定のパルスシーケンスで送信パルスが発信され、
プローブ１にて生体に超音波を送信する。プローブ１で
は同時にエコー信号を受信して、受信回路３で整相加算
の処理を行った後、そのＲＦ信号を直交検波することに
よりＩＱ信号を求める。ＩＱ信号はＢモード処理系４と
カラードプラ処理系５にそれぞれ入力される。
【００２２】Ｂモード処理系４では、入力されたＩＱ信
号が、エコーフィルタ４ａ、検波回路４ｂ、ＬＯＧ圧縮
回路４ｃで処理される。Ｂモード画像としては、送信パ
ルス周波数と同じ基本波の成分を使って生成する方法
と、２倍の周波数（２倍高調波成分）を使って生成する
いわゆるハーモニック法とがある。本発明をいずれを採
用してもよいが、本実施形態では、エコーフィルタ４ａ
により２倍の周波数を抽出して映像化するものとする。
超音波の各ビームは座標変換回路６ａで表示モニター８
に表示できる直交座標に変換される。
【００２３】一方、ＩＱ信号はカラードプラ処理系５に
も入力し、コーナーターニングバッファ５ａに格納され
てから、同一方向へのビームを取り出してウォールフィ
ルタ５ｂに送る。ウォールフィルタ５ｂでは静止した組
織からのクラッタ（組織からの反射エコー）を除去した
り、動いている組織からのクラッタを低減する処理を行
う。ウォールフィルタ５ｂの出力は速度・分散・パワー
推定回路５ｃに送られて、平均速度、分散、パワーのそ
れぞれが推定される。それらの信号は、座標変換回路６
ｂで直交座標に変換される。
【００２４】座標変換回路６ａの出力によるＢモード画
像と、座標変換回路６ｂの出力によるカラードプラ画像
は、画像合成回路７で合成されて表示モニタ８で表示さ
れる。
【００２５】また、図１に示す超音波診断装置では、送
信パルスや送信パルスに対してどのように信号を受信す
るか等の制御を行う制御回路（制御手段）９が設けられ
ている。本実施形態においては、この制御回路９によ
り、超音波の送信及び受信の態様を好適に制御すること
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7
で、分解能の向上を図り得ることに特徴がある。
【００２６】以下では、上記構成例となる超音波診断装
置の作用効果について説明する。なお、本実施形態は、
すぐ上で述べたように、送信及び受信の態様に特徴があ
るから、以下ではこの点を中心とした説明を行うことと
する。
【００２７】まず、一般的に、プローブ１から発せられ
る超音波の送信、すなわちスキャンは、図２に示すよう
に、Ｂモードは９０°の範囲で２５６本のラスタ（図２
中、一点鎖線参照）で行い、カラードプラはＲＯＩ中の
４５°の範囲で１２８本のラスタ（図２中、破線参照）
で行うものとする。また、本実施形態では、超音波造影
剤を用いること（すなわち、コントラストエコー法を用
いること）を前提とする。
【００２８】さて、以上のような前提の下、本実施形態
においては、例えば図３に示すような送信及び受信の態
様を実施することが可能である。なお、図３に示す二重
丸１０、一重丸１１及び三角印１２の意味は、図７を参
照して説明したのと同様、前者が送信ビーム、後二者が
受信ビームを表している。
【００２９】図３において、スキャンはまずカラードプ
ラから行う。送信パルスは、１波ないし２波バーストの
広帯域パルスとする。また、この実施形態では、各送信
パルスの位相は、すべて同じものとする。送信は、図３
中下方に示すラスタの番号（以下、単に「ラスタ番号」
という。）が４の位置における上及び下の二重丸１０で
表すように行われ、次に、ラスタ番号６の位置における
上及び下の二重丸１０、そしてラスタ番号８の位置にお
ける上及び下の二重丸１０…、と以下同様に続けて行
う。
【００３０】そして、受信は、ラスタ番号４の上（又は
下）の二重丸１０で表される送信時には、ラスタ番号
１、３、５及び７の位置において、同時に行われる。す
なわち、本実施形態では、図７で説明したのと同様に４
方向並列同時受信を行う（受信信号が送信１回につき４
つのラスタで取得される。）。他の送信時に関しても同
様で、例えばラスタ番号６の上（又は下）の二重丸１０
では、ラスタ番号３、５、７及び９の位置において…、
等と、４方向並列同時受信を行う。なお、実際に有効と
なる受信ラスタは４番目以降である。それ以前の受信ラ
スタ（ラスタ番号１、２及び３）のデータは、端部のた
めの特殊処理で実際には使われない。
【００３１】以上のようにカラードプラに関するスキャ
ンが進行すると、複数の異なるラスタ（例えば、図３
中、ラスタ番号４、６、８及び１０）において送信され
た超音波に基づいて得られることになる、同一ラスタ
（例えば、図３中、ラスタ番号７）における複数の受信
信号を、アンサンブルデータ列とすることが可能とな
る。また、図３においては、従来の図７では当該アンサ
ンブルデータ列の数（以下、単に「アンサンブル数」と
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いう。）が“４”であったのに対して、アンサンブル数
が“８”のデータ（＝８つのアンサンブルデータ）が得
られることになる。
【００３２】なお、上記アンサンブルデータは、図１に
示すカラードプラ処理系５に入力され、ウォールフィル
タ５ｂ等で処理される。ここで、図１に示したウォール
フィルタ５ｂとしては、具体的に例えば、ＦＩＲ（fini
te impulse response）フィルタ又はリグレッションフ
ィルタ（regression filter）が適している。ただ、前
者のＦＩＲフィルタを用いると、いわゆる過渡応答の問
題が発生する（したがって、両端部付近のデータ出力は
一般に信頼性が低い。）。また、後者のリグレッション
フィルタの場合でも、最小二乗法によっていわゆる当て
はめ（fitting）を行うので、端部では誤差が大きくな
り、同様の問題を生じる（なお、ここにいう「リグレッ
ションフィルタ」に関しては、文献「A.Kadi,T.Loupa
s,"On thePerformance of Regression and Step-Initia
lized IIR Clutter Filters for Color Doppler System
s in Diagnostic Medical Ultrasound",IEEE Transacti
onson Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency co
ntrol, No.5, pp.927-937,September 1995」を参照され
たい。）。
【００３３】このような問題に対処するためには、過渡
応答の問題のあるウォールフィルタ５ｂの出力後の最初
又は最後の数データを使用しないこと、あるいは端部の
データに対する係数の値を小さくすること等が有効であ
るが、このような方法を素直に用いると、Ｓ／Ｎは、デ
ータ数（アンサンブル数）の平方根に比例するので、Ｓ
／Ｎが低下してしまうことになる。
【００３４】ところが、この点、本実施形態は大きな影
響を受けない。というのも、図３に示すように、例えば
ラスタ番号７のアンサンブルデータ列に関し、その両端
部ではそれぞれ２つずつの三角印１２があり、かつ、こ
れらに挟まれて４つの一重丸１１があるからである。す
なわち、このアンサンブル数８のデータにおける両端部
（合計４つの三角印１２）は、それが得られる原因とな
った送信ビームがいわば「遠い」（例えば、ラスタ番号
“７”の一番上の三角印１２は、ラスタ番号“４”の送
信ビームを原因として取得されている。）ことを理由と
して、そもそも受信感度が低いから、例えば係数の値を
小さくしてもＳ／Ｎ比が大きく低下するという心配がな
いのである。なお、上記のような状況は、一般に、３方
向以上の並列同時受信を行う場合、つまり受信信号を送
信１回につき３以上のラスタで取得する場合に起こり得
る（２方向並列同時受信なら、通常、送信ビームの両隣
のラスタで受信するから、このような問題は生じな
い。）。
【００３５】以上述べたカラードプラのスキャンの後に
は、図３に併せて示すように、Ｂモードのスキャンを行
う。ここでは、２方向同時受信を行う。なお、図３にお
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9
いては、符号１３及び１４により、それぞれＢモードス
キャン用の送信ビーム及び受信ビームを示している（以
下、各々「ハッチング二重丸１３」及び「ハッチング一
重丸１４」という。）。
【００３６】このスキャンによるＢモード受信ラスタの
密度と、カラードプラ受信ラスタの密度とは、図３から
わかるように、同じである。また、本実施形態において
は、送信条件もＢモードとカラードプラとで同じか近い
ものとして行う。好ましくは、両条件を同じとするとよ
く、図３に示すラスタ密度は実際、Ｂモードとカラード
プラで同じ、つまり送信ラスタ密度も同じである。
【００３７】以上のようにして取得されたカラードプラ
データ及びＢモードデータは、座標変換回路６ａ及び６
ｂで直交座標に変換され、画像合成回路７で合成され
る。
【００３８】なお特に、パワードプラの場合には、画像
合成方法として、特願２０００－１２１０８号で提案す
るように、パワードプラ画像とＢモード画像の最大値を
表示する方法で行うとよい。より詳しく、この特願２０
００－１２１０８号では、パワードプラ画像とＢモード
画像との各画素ごとにおける階調を比較して、その大き
い方を選択して合成することにより、パワードプラのク
ラッタとＢモード画像との見分けを困難にする、言い換
えれば、前記クラッタをＢモード画像、つまり組織像そ
のものとして利用してしまうものである（これは、従来
問題となっていたパワードプラ法におけるクラッタをい
かに除去すべきか、という問題を解決する優れた方式で
ある。詳細については、上記特願２０００－１２１０８
号に関する明細書を参照されたい。）。
【００３９】以上説明したように、本実施形態において
は、ラスタ番号４の位置における二重丸１０から、次
の、ラスタ番号６の位置における二重丸１０までは、図
７に比べて、４倍の密度となっていること（すなわち、
送信ラスタ密度が４倍となっていること）がわかるか
ら、コントラストエコー法による検査時には４倍の方位
方向の分解能向上が見込める。つまり、コントラストエ
コー法による検査時、血流あるいはバブルを高分解能で
見たいという要求が満たされることになる。
【００４０】また、送信ラスタ密度がＢモードとカラー
ドプラとで同じなので、造影剤使用時のコントラストエ
コー法による検査時においても同等の分解能を得ること
ができる。さらに、Ｂモードとパワードプラの空間分解
能が同じなので、カラードプラのクラッタの問題を、上
記特願２０００－１２１０８号の方法により効果的に、
感度低下無しに解消することができる。
【００４１】なお、Ｂモードスキャンの送信回数は２５
６回、カラードプラの送信回数はＲＯＩ端部のロスを含
めて２６４回である。Ｂモードスキャンの繰り返し周波
数（ＰＲＦ）を４．５ｋＨｚ、カラードプラのそれを６
ｋＨｚとすると、フレームレートは１０Ｈｚである。
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【００４２】また、上記の場合においては、同じ位相の
送信パルスによる送信を想定していたから、ノン・パル
スインバージョンドプラのカラードプラとなる。基本波
を使用するか、２次高調波を使用するか、あるいは広帯
域信号を使用するかは、カラードプラ処理系４に入る前
の距離方向のフィルタ（不図示）によって調節される。
このとき、ウォールフィルタ５ｂとして、ハイパスフィ
ルタを使用することにより、血流や造影剤の信号を抽出
することができる。
【００４３】さらに、図３においては、各送信ごとにパ
ルスの位相を変える、具体的には例えば１８０度変える
こと等が可能であり、この場合は、パルスインバージョ
ンドプラとなる。つまり、ラスタ番号４における図中上
及び下の二重丸１０では、それぞれ初期位相０度及び１
８０度、同じくラスタ番号６における図中上及び下の二
重丸１０でも、それぞれ初期位相０度及び１８０度等
と、以下ラスタ番号８、１０、…においても同様な送信
を行う。このような送信を行った場合、例えばラスタ番
号７における８つのアンサンブルデータ列のドプラ周波
数は、基本波のクラッタがＰＲＦ／２付近になり、２次
高調波のクラッタがＤＣ付近になる。血流や造影剤から
の信号はその間にも存在するので、ウォールフィルタ５
ｂとしてローパスフィルタ又はバンドパスフィルタを使
用することにより、当該血流や造影剤からの信号を効果
的に抽出することができる。また、距離方向のフィルタ
も併せて使用することで、所望の信号を効率よく抽出す
ることができる。
【００４４】加えて、上記実施形態では、超音波造影剤
を使用することを前提としていたが、本発明は必ずしも
これを必須の要件とするものではない。すなわち、本発
明は、超音波造影剤を用いることにより、より顕著な効
果を奏することが確かではあるものの、超音波造影剤無
しでも、基本的な効果は上記したと同様に奏されるので
ある。
【００４５】以下では、以上の説明を踏まえた上で、本
発明に含まれる各種の変形例について説明する。
【００４６】まず、図４においては、図３において、同
じラスタ位置で２回の送信を行っていたところを、これ
を１回だけとする形態である。
【００４７】このような場合においても、送信ラスタ密
度が図７と比べて４倍となっていることは図３と変わら
ないから、コントラストエコー法による検査時には４倍
の方位方向の分解能向上が見込める。
【００４８】しかも、図７では、三角印１２だけの受信
感度の低いラスタ（例えば、図７においてラスタ番号
１、７、９、…等）が発生するのに対して、図４では、
そのようなラスタが存在しない。したがって、この図４
においては、従来のように、ラスタ間の感度差の問題が
生じない（ここに述べた効果は、上記実施形態、つまり
図３に関しても同様に言える。）。
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【００４９】なお、いま述べた図４については、４方向
同時受信（受信信号が送信１回につき４個のラスタで取
得）で、アンサンブル数４のデータを、送信４回によっ
て取得していることがわかる。つまり、平均して１回の
送信で１本の受信ラスタを構成することになる。これに
よって、コントラストエコー時において、Ｂモード並の
フレームレートと方位方向分解能を得ることができる。
【００５０】次に、組織断層像（Ｂモード像）を得るた
めのスキャンの変形例について説明する。まず、Ｂモー
ド像を得るためのデータは、既に図３又は図４に示した
ように、カラードプラのスキャンを行った後にＢモード
のスキャンを行うこと（その後は、再びカラードプラの
スキャン、Ｂモードのスキャンと順次行う。）が可能で
ある。このように１フレーム、あるいは１ブロックごと
にカラードプラのスキャンとＢモードのスキャンを分け
て行う方式によれば、Ｂモード用の送信条件（周波数、
バースト周波数、繰り返し周波数など）とカラードプラ
用の送信条件を変えたい場合等に対応することが可能で
ある。
【００５１】またこの他、例えば図５に示すように、Ｂ
モードとカラードプラのデータを共通に使用することも
可能である。図５においては、二重丸１０で示される点
においてＢモード用及びカラードプラ用に共通した送信
（同一方向への送信は１回のみ）が行われ、かつ、黒丸
１１ａで示される点においてＢモード用及びカラードプ
ラ用に共通した受信が行われることが示されている。こ
のようにすれば、フレームレートの低下を最小限にする
ことができる。また、Ｂモードの表示範囲とカラードプ
ラの表示範囲が同一であるという利点もある。
【００５２】なお、コントラストエコー法による検査時
のカラードプラの送信は、Ｂモードと同等に行っても感
度的に問題ないので、Ｂモードとカラードプラの送信・
受信を共通にすることも問題はない。また、Ｂモード及
びカラードプラのラスタ本数がともに２５６本、ＰＲＦ
は４．５ｋＨｚとすると、ロスをいれた送信回数は２６
０回だから、フレームレートは１７Ｈｚである。
【００５３】さらに、図６は、カラードプラとＢモード
で交互に送信を行う例である。図６においては、例えば
ラスタ番号４において、まずカラードプラ用の送信（二
重丸１０）が行われるとともに、４方向同時受信（ラス
タ番号１、３、５及び７における一重丸１１及び三角印
１２）が行われ、その後に、Ｂモード用の送信（ハッチ
ング二重丸１３）が行われるとともに、２方向同時受信
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（ラスタ番号５及び７におけるハッチング一重丸１４）
が行われている。このような方式では、例えば、ラスタ
番号７において、一番上の一重丸１１からその下の一重
丸１１までの間隔が、図３、図４及び図５の方式に比べ
て大きいから、低いドプラ周波数まで観測することがで
きる（むろん他のラスタ番号９、１１、１３、…等にお
いても同様である。）。
【００５４】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の超音波診
断装置によれば、カラードプラの画質改善、より具体的
には、コントラストエコー法による検査時における画像
分解能の向上が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施形態にかかる超音波診断装置の
構成例を示すブロック図である。
【図２】  図１に示すプローブによるＢモード及びカラ
ードプラのスキャン例を示す説明図である。
【図３】  本発明の実施形態に係る超音波の送信及び受
信の態様を示す説明図である。
【図４】  図３とは別形態となる超音波の送信及び受信
の態様を示す説明図である。
【図５】  図３及び図４とは別形態となる超音波の送信
及び受信の態様を示す説明図である。
【図６】  図３、図４及び図５とは別形態となる超音波
の送信及び受信の態様を示す説明図である。
【図７】  従来の超音波の送信及び受信の態様を示す説
明図である。
【符号の説明】
１  プローブ
２  送信回路
３  受信回路
４  Ｂモード処理系
４ａ  エコーフィルタ
４ｂ  検波回路
４ｃ  ＬＯＧ圧縮回路
５  カラードプラ処理系
５ａ  コーナーターニングバッファ
５ｂ  ウォールフィルタ
５ｃ  速度・分散・パワー推定回路
６ａ、６ｂ  座標変換回路
７  画像合成回路
８  表示モニタ
９  制御回路
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